
京都メカニズムとは、他国での排出削減プロジェクトの実施による排出削減量等を
クレジットとして取得し、自国の議定書上の約束達成に用いることができる制度。

共同実施
（ＪＩ：Joint Implementation）

先進国
Ａ

資金
技術

先進国Ｂ

共同の削減
プロジェクト

削減量
削減量
（ｸﾚｼﾞｯﾄ）

先進国同士が共同で事業を実施し、
その削減分を投資国が自国の目
標達成に利用できる制度

ｸﾘｰﾝ開発ﾒｶﾆｽﾞﾑ(CDM：Clean 
Development Mechanism)

先進国と途上国が共同で事業を実施
し、その削減分を投資国（先進国）が
自国の目標達成に利用できる制度
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ｸﾞﾘｰﾝ投資ｽｷｰﾑ（ＧＩＳ：Green 
Investment Scheme）
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各国の削減目標達成のため、先進
国同士が排出量を売買する制度

京都議定書に基づく排出量取引（京都メカニズム）

京都議定書（Kyoto Protocol、193ヵ国・地域） 1997年採択

「共通だが差異のある責任」 原則に基づき：
①先進国全体で1990年比で少なくとも５％の削減を目標。
②各国毎に法的拘束力のある数値目標設定（途上国は削減約束なし）
③柔軟性措置として、京都メカニズムを用意

基準年 1990年(ハイドロフルオロカーボン（HFC）､パーフルオロカーボン（PFC）､六ふっ化硫黄（SF6 ）は1995年)

目標期間 2008年～2012年の５年間

数値目標 日本－6％，米国（未批准）－７％，EU－８％等

我が国は2002年6月4日に締結

議定書は 2005年2月16日に発効

京都メカニズム
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 2007年10月、EU主要国、米及びカナダの数州、ニュージーランド等は国際炭素行動パートナーシップ（ICAP
［ｱｲｷｬｯﾌﾟ］）を創設。各国各地域の制度を国際的にリンクするためのルール作りを開始。

※現在、欧州委員会及びEU主要国、RGGI等参加の米国・カナダの各州、オーストラリア、ニュージーランド、東
京都が参加。韓国、ウクライナ及び日本国環境省がオブザーバー参加。

※太枠は制度実施中又は実施が決定、点線は検討中。

米国：第111議会において、オバマ大統

領が制度の導入方針を明示し、法案が
下院本会議を通過。上院でも法案が検
討されたが、法案成立には至らなかっ
た。

州レベルの排出量取引制度：
・RGGI［ﾚｯｼﾞ］は2009年開始。

・ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州（ＷＣＩに加盟）は

2012年1月開始

（遵守期間は2013年１月～）

カナダ：国内排出量取引制度
（開始時期未定）

州レベルの排出量取引制度：
・ケベック州（ＷＣＩに加盟）は

2012年1月開始

（遵守期間は2013年１月～）

日本：環境省自主参加型排出
量取引制度（2005年度開始）、

国内統合市場の試行的実施
（2008年度開始）、

制度の創設を含む地球温暖化
対策基本法案の国会提出。
（2010年3月・10月）

東京都（2010年度開始）

埼玉県（2011年度開始）

ICAP

EU‐ETS
（2005年１月開始）

ニュージーランド：国内排出量
取引制度（森林は2008年、産
業・電力・運輸は2010年開始）

韓国：排出量取引制
度法の成立
（2015年1月の導入）

中国：試行的な実施の検討
を表明（2010年10月）
２省５市でのモデル事業実施
を通知（2011年10月）

世界での排出量取引制度に関する検討・実施状況

豪州：炭素価格付け制度
（2012年７月の導入）


